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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．地理的表示海外保護・侵害対策の公募について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　海外では、我が国GI産品とは無関係の第三者による商標出願や模倣品が多発
しています。
　ブランド価値を貶め、輸出機会喪失にも繋がるこうした事態を防ぐためには、
何よりも、海外で先に商標登録等をすることが重要です。

事業内容、補助率、補助上限
１ 海外へのＧＩ申請・登録及び商標出願・登録支援
　（１）協力関係にあるタイ・ベトナムへのGI申請 ：定額、300万円以内
　（２）その他のGI申請 ：1/2以内、50万円以内
　（３）海外への商標出願 ：1/2以内、1,000万円以内
２ 海外での侵害対策支援 ：定額、500万円以内

公募期間
　2023年12月15日（金）まで

対象者
　ア：ＧＩ登録された生産者団体
　イ：ＧＩ申請を行いかつ公示されている団体
　ウ：ア又はイの団体に代わって商標出願を行うことについて、当該団体と合意
　　した構成員又は当該団体と一体となって知的財産の管理に取り組んでいる
　　等海外へのＧＩ申請・登録及び商標出願・登録を支援すべきと認められる者※

　※ＧＩ保護制度に登録された生産者団体又は同制度へ登録申請を行いかつ
    公示されている団体が法人格を有しない場合に限る。

お問い合わせ先
　〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12
　日本地理的表示協議会（事務局：一般社団法人食品需給研究センター）
　地理的表示海外保護・侵害対策公募係担当：江端、深澤
　TEL ： 03-5567-1991 FAX ： 03-5567-1960

　詳細・お問い合わせフォームはこちらから
　https://www.jgic.jp/koubo/index.html

地理的表示海外保護・侵害対策事業は、日本地理的表示協議会が
農林水産省補助事業の一環として実施しています。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．「ＧＩ産品フェア」を藤崎百貨店（仙台市）で開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　11月10日より３日間にわたり、宮城県仙台市の藤崎百貨店のご協力により、
ＧＩ（地理的表示）産品を販売する「ＧＩ産品フェア」を開催します。
　東北・北陸などの東日本を中心にGI登録14産品約40商品（ＧＩ産品を使用
した加工品含む）を一堂に集めて販売します。
　皆様、ぜひ足を運んでいただき、多様なＧＩ産品をお手に取っていただける
と嬉しく思います。
　また、近隣にお住まいのお知り合いなどいらっしゃいましたら、お声掛け
ください。

　開催日時：2023年11月10日（金）10:30～18:00（開会式10時より）
　　　　　　　　　　　11日（土）10:00～18:00
　　　　　　　　　　　12日（日）10:00～17:00
　
　場所：藤崎サンモール一番町側玄関前特設会場
　　　　仙台市青葉区一番町三丁目２番1７号
　
　販売予定のＧＩ登録産品：
　　清水森ナンバ（青森県）、大鰐温泉もやし（青森県）、二子さといも
　（岩手県）、甲子柿（岩手県）、いぶりがっこ（秋田県）、河北せり
　（宮城県）、みやぎサーモン（宮城県）、たむらのエゴマ油（福島県）、
　行方かんしょ（茨城県）、鹿沼在来そば（栃木県）、吉川ナス（福井県）、
　若狭小浜小鯛ささ漬（福井県）、八代生姜（熊本県）、種子島安納いも
　（鹿児島県）
　
　共催：株式会社藤崎
　協賛（運営）：株式会社結アソシエイト
　
【お問合せ先】
　フェア事務局：日本地理的表示協議会
　　　　　　　　（事務局：一般社団法人食品需給研究センター）
　　　　　　　　　　　https://www.jgic.jp/index.html 
　　　　　　　　TEL　03-5567-1991　　小林、片岡、関根

（なお、この取組は農林水産省の補助事業を活用して行われるものです。）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）ＧＩマークを探せ？
 地理的表示（ＧＩ）の仕事を担当するようになってから、スーパーでGI産品を
よく探すようになりました。いわば職業病かもしれません。
 まだまだ数は多くありませんが、よく探すとＧＩマークを添付された商品を
見かけます。思わず嬉しくなって写真を撮ってしまうことも。
 輸入品を多く扱う店では、チーズや生ハムなどにＥＵのマークが添付されて
いることも多くあります。
 ３連休にはＧＩマーククエストの旅に出てはいかがでしょうか。（K）

※編集後記は地理的表示（ＧＩ）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。
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[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　FAX：０３－３５０２－５３０１
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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